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緊急アンケート調査報告 
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日本脳神経外科学会 医療問題検討委員会小委員会 

 
はじめに 

 平成 14 年度社会保険診療報酬改定は全国の脳神経外科医療機関に衝撃を与えている。日本

脳神経外科学会医療問題検討委員会は、このままでは会員が全国各地で構築してきた脳神経

外科の医療提供体制が破綻するという危機感を持った。当委員会は小委員会を設置して具体的

な活動を開始することにしたが、第一弾として当学会認定専門医訓練施設を対象とした緊急アン
ケートを今年４月に実施したのでその結果を報告する。 

 

アンケート調査の対象と方法 

 対象は日本脳神経外科学会認定の専門訓練施設Ａ項３５７施設、Ｃ項８３７施設の計１１９４施設

とした。アンケートの回収率は６６．５％であったが、調査項目にある医療機関の所在地と記載漏
れの多かった当該第二次保健福祉医療圏（以後、二次医療圏）の圏名を小委で再調査し、また

手術件数に関しては学会専門医訓練施設指定に基づく定期報告書のデータを転用した。 

 

アンケートの結果 

 区分１の脳腫瘍と脳動脈瘤の手術件数については、１１９４施設中１１７６施設（９８．５％）のデー
タを入力することができた。その他の手術とＭＲＩに関する項目については、回答のあった７９５施

設の集計結果である。 

 

【集計結果】 

１．手術数の昨年実績（平成１３年１月１日～１２月３１日まで） 
１）区分１脳腫瘍（表１、２）： 区分１の施設基準の要件は、今年に限り経過措置として年間３０例

以上とされているが、脳腫瘍についてはＡ項の４８．３％、Ｃ項の３．０％で、全体としては１６．４％

のみがこの条件を満たしていた。これを都道府県別にみると、条件を満たす施設ゼロが２県、１施

設のみが１２県あった。これを二次医療圏ごとにみると、条件を満たす施設が１施設以上あるのは

全国３４８圏域中の９６圏域（２７．６％）のみであった。一方、来年度からの要件である年間５０例以
上として検討すると、条件を満たしているのはＡ項の２０．６％、Ｃ項の０．４％で全体では６．４％の

みであり、都道府県別にみると１５県がゼロとなり、二次医療圏別では１２．９％のみが条件を満た

す施設を有していた。 

２）区分１脳動脈瘤(表３，４)：経過措置としての年間３０例以上として検討すると、Ａ項の５３．７％、

Ｃ項の１５．６％で全体として、２７．０％のみが条件を満たしていた。都道府県別にみると条件を満
たす施設ゼロが２県、１施設のみが５県あった。さらにこれを二次医療圏ごとにみると、条件を満た

す施設が１施設以上あるのは全３４８圏域中の１４４圏域（４１．４％）のみであった。来年度からの

要件である年間５０例以上として検討すると、条件を満たしているのはＡ項の１９．７％、Ｃ項の３．

９％で、全体では８．６％のみであり、都道府県別にみると１２県がゼロとなり、二次医療圏別では１

７．８％のみが条件を満たす施設を有していた。 
３）区分２，３：表５～１４に結果を示すが、回答率が１１９４施設中の７９５施設（６６．６％）に止まって

いるため現状を網羅しているわけではない。傾向として水頭症手術以外は非常に低率である。 

 

２．ＭＲＩ装置について（表１５、１６、１７） 

 回答７９５施設の使用ＭＲＩ装置は１０５６台であった。このうち１．５テスラの装置は６３０台（５９．
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７％）、１．０テスラは１６７台（１５．８％）で、合計７５．５％が１．０テスラ以上の高磁場ＭＲＩ装置であ
った。これらの装置の導入（または更新）時期は、最近１０年以内が８０％を超え、５０％以上が５年

以内であった。診療報酬に設定されている特殊ＭＲＩ（ＭＲＡ）検査は、共同利用率５％以上という

要件が定められているが、算定していると回答したのは７９５施設中２１５施設（２７．０％）に止まっ

ていた。昨年一年間の頭頸部ＭＲＡ検査の件数は９２９,７８３件で、一施設当たり１１７０件であっ

た。 
 

まとめ 

緊急アンケート調査の内容は予想を大きく上回る厳しい結果であった。手術の施設基準の実施

により、各地域の脳神経外科医療提供体制が大混乱に陥いる危険性が生じることが判明した。ま

た高性能のＭＲＩ装置を設置し、非侵襲性に脳の器質的異常だけでなく機能的な情報も得ること
ができるようになってきた今、３０％以上の診療報酬点数の引き下げは理不尽である。今回のアン

ケート調査の項目には設定しなかったが、一般病棟の入院基本料における要件である平均在院

日数のさらなる短縮も脳神経外科にとっては見過ごすことができない。 

 これらの結果をふまえ、本学会の医療基本問題検討委員会は、厚生労働省、日本医師会、自

民党などに要望書（付録）を提出し、理解を求める行動を開始した。これからも全国の脳神経外科
医療を確保し、これまで以上に充実した医療提供体制を構築するために持続的に行動してゆくつ

もりである。今後も、全会員のご理解とご協力を切に希望するものである。 
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表１．区分 1-① 

条件: 頭蓋内腫瘤摘出術・頭蓋内腫瘍摘出および経鼻的下垂体腫瘍摘出術数  

年間３０例以上（経過措置） 

 

■施設 A項 C項で条件を満たす施設数（１１７６入力中） 

A 項 C項 合計 

１６９／３５０ ２４／８２６ １９３／１１７６ 

４８．３％ ３．０％ １６．４％ 

 

■都道府県において条件を満たす施設数（１９３施設中都道府県名の記載のある１８５施設の内訳） 

北海道 ９ 埼玉県 ５ 岐阜県 ２ 鳥取県 １ 佐賀県 １ 

青森県 ２ 千葉県 ９ 静岡県 ７ 島根県 ０ 長崎県 ２ 

岩手県 １ 東京都 ２２ 愛知県 １４ 岡山県 ３ 熊本県 ２ 

宮城県 ３ 神奈川県 １２ 三重県 ２ 広島県 ３ 大分県 １ 

秋田県 ２ 山梨県 １ 滋賀県 １ 山口県 ２ 宮崎県 １ 

山形県 １ 長野県 ３ 京都府 ４ 徳島県 １ 鹿児島県 ３ 

福島県 ２ 新潟県 ４ 大阪府 ２１ 香川県 ２ 沖縄県 ２ 

茨城県 ２ 富山県 １ 兵庫県 ９ 愛媛県 ０  

栃木県 ３ 石川県 ２ 奈良県 ３ 高知県 １  

群馬県 １ 福井県 ３ 和歌山県 ２ 福岡県 ７  

 

■第二次保健医療福祉圏において条件を満たす施設数 

全国 ３４８医療圏中、本アンケート上、条件を満たす施設の存在する医療圏数は ９６圏（２７．６％） 

 

 

表２．区分 1-① 

条件: 頭蓋内腫瘤摘出術・頭蓋内腫瘍摘出および経鼻的下垂体腫瘍摘出術数  

年間５０例以上 

 

■施設 A項 C項で条件を満たす施設数（１１７６入力中） 

A 項 C項 合計 

７２／３５０ ３／８２６ ７５／１１７６ 

２０．６％ ０．４％ ６．４％ 

 

■都道府県において条件を満たす施設数（７５施設の内訳） 

北海道 ３ 埼玉県 １ 岐阜県 １ 鳥取県 ０ 佐賀県 ０ 

青森県 ２ 千葉県 ２ 静岡県 １ 島根県 ０ 長崎県 ０ 

岩手県 １ 東京都 １１ 愛知県 ４ 岡山県 １ 熊本県 １ 

宮城県 ３ 神奈川県 ６ 三重県 ０ 広島県 ２ 大分県 １ 

秋田県 １ 山梨県 ０ 滋賀県 ０ 山口県 ０ 宮崎県 ０ 

山形県 １ 長野県 ０ 京都府 １ 徳島県 １ 鹿児島県 ２ 

福島県 ０ 新潟県 １ 大阪府 １０ 香川県 １ 沖縄県 ０ 

茨城県 １ 富山県 ０ 兵庫県 ４ 愛媛県 ０  

栃木県 １ 石川県 １ 奈良県 ２ 高知県 ０  

群馬県 １ 福井県 １ 和歌山県 １ 福岡県 ５  

 

■第二次保健医療福祉圏において条件を満たす施設数 

全国 ３４８医療圏中、本アンケート上、条件を満たす施設の存在する医療圏数は ４５圏（１２．９％） 
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表３．区分 1-② 

条件: 脳動脈瘤被包術・脳動脈瘤流入血管クリッピング術・脳動脈瘤頚部クリッピング数 

年間３０例以上（経過措置） 

 

■施設 A項 C項で条件を満たす施設数（１１７６入力中） 

A 項 C項 合計 

１８８／３５０ １２９／８２６ ３１７／１１７６ 

５３．７％ １５．６％ ２７．０％ 

 

■都道府県において条件を満たす施設数（３１７施設中都道府県名の記載のある２８６施設の内訳） 

北海道 ３２ 埼玉県 １１ 岐阜県 ４ 鳥取県 １ 佐賀県 ０ 

青森県 ６ 千葉県 １１ 静岡県 ９ 島根県 １ 長崎県 ３ 

岩手県 １０ 東京都 ２１ 愛知県 １５ 岡山県 ５ 熊本県 ２ 

宮城県 ５ 神奈川県 １７ 三重県 ２ 広島県 ６ 大分県 ３ 

秋田県 ４ 山梨県 ２ 滋賀県 ２ 山口県 ５ 宮崎県 ２ 

山形県 ５ 長野県 ４ 京都府 ５ 徳島県 ０ 鹿児島県 ３ 

福島県 ８ 新潟県 ５ 大阪府 ２５ 香川県 ２ 沖縄県 ２ 

茨城県 ６ 富山県 ３ 兵庫県 １１ 愛媛県 １  

栃木県 ６ 石川県 １ 奈良県 １ 高知県 ２  

群馬県 ２ 福井県 ３ 和歌山県 ２ 福岡県 １０  

 

■第二次保健医療福祉圏において条件を満たす施設数 

全国 ３４８医療圏中、本アンケート上、条件を満たす施設の存在する医療圏数は １４４圏（４１．４％） 

 

 

表４．区分 1-② 

条件: 脳動脈瘤被包術・脳動脈瘤流入血管クリッピング術・脳動脈瘤頚部クリッピング数 

年間５０例以上 

 

■施設 A項 C項で条件を満たす施設数（１１７６入力中） 

A 項 C項 合計 

６９／３５０ ３２／８２６ １０１／１１７６ 

１９．７％ ３．９％ ８．６％ 

 

■都道府県において条件を満たす施設数（１０１施設の内訳） 

北海道 １４ 埼玉県 ４ 岐阜県 ０ 鳥取県 ０ 佐賀県 ０ 

青森県 ３ 千葉県 ２ 静岡県 １ 島根県 ０ 長崎県 １ 

岩手県 ４ 東京都 １１ 愛知県 ７ 岡山県 ２ 熊本県 １ 

宮城県 ２ 神奈川県 ４ 三重県 １ 広島県 ２ 大分県 ２ 

秋田県 ２ 山梨県 ０ 滋賀県 １ 山口県 １ 宮崎県 ０ 

山形県 １ 長野県 ２ 京都府 １ 徳島県 ０ 鹿児島県 ２ 

福島県 ２ 新潟県 ２ 大阪府 ７ 香川県 ０ 沖縄県 １ 

茨城県 １ 富山県 ２ 兵庫県 ４ 愛媛県 ０  

栃木県 １ 石川県 ０ 奈良県 １ 高知県 １  

群馬県 １ 福井県 ０ 和歌山県 ０ 福岡県 ７  

 

■第二次保健医療福祉圏において条件を満たす施設数 

全国 ３４８医療圏中、本アンケート上、条件を満たす施設の存在する医療圏数は ６２圏（１７．８％） 
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表５．区分 2-① 

条件: 水頭症手術数 年間１０例以上 

 

■施設 A項 C項で条件を満たす施設数（７９５入力中） 

A 項 C項 合計 

２４１／２８０ １９４／５１５ ４３５／７９５ 

８６．１％ ３７．７％ ５４．７％ 

 

 

表６．区分 2-② 

条件: 脳血管内手術および経皮的脳血管形成術数 年間１０例以上 

 

■施設 A項 C項で条件を満たす施設数（７９５入力中） 

A 項 C項 合計 

１３８／２８０ ６３／５１５ ２０１／７９５ 

４９．３％ １２．２％ ２５．３％ 

 

 

表７．区分 3-① 

条件: 顔面神経麻痺形成手術数 年間３例以上  

 

■施設 A 項 C項で条件を満たす施設数（７９５入力中） 

A 項 C項 合計 

１１／２８０ ２／５１５ １３／７９５ 

３．９％ ０．４％ １．６％ 

 

 

表８．区分 3-① 

条件: 顔面神経麻痺形成手術数 年間５例以上  

 

■施設 A 項 C項で条件を満たす施設数（７９５入力中） 

A 項 C項 合計 

５／２８０ １／５１５ ６／７９５ 

１．８％ ０．２％ ０．８％ 

 

 

表９．区分 3-② 

条件: 定位脳手術 年間３例以上  

 

■施設 A 項 C項で条件を満たす施設数（７９５入力中） 

A 項 C項 合計 

１５４／２８０ １９２／５１５ ３４６／７９５ 

５５．０％ ３７．３％ ４３．５％ 

 

 

表１０．区分 3-② 

条件: 定位脳手術 年間５例以上  
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■施設 A 項 C項で条件を満たす施設数（７９５入力中） 

A 項 C項 合計 

１１４／２８０ １３４／５１５ ２４８／７９５ 

４０．７％ ２６．０％ ３１．２％ 

 

 

表１１．区分 3-③ 

条件: 脳神経手術(開頭して行うもの)数 年間３例以上  

 

■施設 A 項 C項で条件を満たす施設数（７９５入力中） 

A 項 C項 合計 

１０７／２８０ ７６／５１５ １８３／７９５ 

３８．２％ １４．８％ ２３．０％ 

 

 

表１２．区分 3-③ 

条件: 脳神経手術(開頭して行うもの)数 年間５例以上  

 

■施設 A 項 C項で条件を満たす施設数（７９５入力中） 

A 項 C項 合計 

６８／２８０ ５３／５１５ １２１／７９５ 

２４．３％ １０．３％ １５．２％ 

 

 

表１３．区分 3-④ 

条件: 脳刺激装置植込術・頭蓋内電極植込術および脊髄刺激装置植込術 年間３例以上  

 

■施設 A 項 C項で条件を満たす施設数（７９５入力中） 

A 項 C項 合計 

４１／２８０ １４／５１５ ５５／７９５ 

１４．６％ ２．７％ ６．９％ 

 

 

表１４．区分 3-④ 

条件: 脳刺激装置植込術・頭蓋内電極植込術および脊髄刺激装置植込術 年間５例以上  

 

■施設 A 項 C項で条件を満たす施設数（７９５入力中） 

A 項 C項 合計 

３１／２８０ ８／５１５ ３９／７９５ 

１１．１％ １．６％ ４．９％ 

 

 

表１５．使用MRI 装置について 

 

■磁場強度（回答１０５６台のMRI 装置の内訳） 

磁場強度 台数 

０．２テスラ ２０ （１．９％） 

０．２５テスラ ２ （０．２％） 



 ７

０．３テスラ ３９ （３．７％） 

０．５テスラ １９８ （１８．８％） 

１．０テスラ １６７ （１５．８％） 

１．５テスラ ６３０ （５９．７％） 

 

■導入時期（回答１０１６台のMRI 装置の内訳） 

導入年 台数 

１９８７年 ３ （０．３％） 

１９８８年 ７ （０．７％） 

１９８９年 ２６ （２．６％） 

１９９０年 ４０ （３．９％） 

１９９１年 ４９ （４．８％） 

１９９２年 ６０ （５．９％） 

１９９３年 ６６ （６．５％） 

１９９４年 ８１ （８．０％） 

１９９５年 ７３ （７．２％） 

１９９６年 ８５ （８．４％） 

１９９７年 ９１ （９．０％） 

１９９８年 ９０ （８．９％） 

１９９９年 １０１ （９．９％） 

２０００年 ８７ （８．６％） 

２００１年 １１４ （１１．２％） 

２００２年 ４３ （４．２％） 

 

 

表１６．MRA 算定の有無（７９５入力中） 

 

算定している ２１５ （２７．０％） 

算定していない ４６３ （５８．２％） 

無回答 １１７ （１４．８％） 

 

 

表１７．昨年１年間の頭頚部MRA 件数（７９５入力中） 

min.０件～max.１８０００件 合計９２９,７８３件 平均１１７０件 

 

MRA 件数 施設数 

～９９９ ４６６ （５８．６％） 

１０００～１９９９ ２１１ （２６．５％） 

２０００～２９９９ ６２ （７．８％） 

３０００～３９９９ ２２ （２．８％） 

４０００～４９９９ １０ （１．３％） 

５０００～９９９９ １９ （２．４％） 

１００００～ ５ （０．６％） 
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付録： 

平成１４年６月０７日 

厚生労働大臣 坂 口  力 殿 

 

 

日本脳神経外科学会 

会長 小林 茂昭 

 

要 望 書 

 

平成１４年度社会保険診療報酬改定による診療が始まって１ヶ月以上が経過しましたが、このままではわ

が国の脳神経外科医療の質の低下と提供体制の混乱が危惧され、国民医療に多くの支障が生じる危険

性が高まっています。 

日本脳神経外科学会では、本年４月に全国の学会認定専門医訓練施設 1194 医療機関を対象に手術

件数等に関した緊急アンケート調査を実施しました。その分析結果などを踏まえ、次の４項目を強く要望致

します。（添付アンケート結果もご参照下さい。） 

 

１．手術に係る施設基準を全面的に廃止してください。 

 

本学会が実施した緊急アンケート調査の結果において、手術に係る施設基準区分１の脳腫瘍手術例数

が年間50例以上という要件を満たす医療機関の有無を都道府県別にみると、16県がゼロ、第二次保健医

療福祉圏（以後二次医療圏）毎にみると348圏域中の303圏域（87.1％）がゼロという状況であり、脳動脈瘤

の手術例年間50症例に関しても 14 県が同じくゼロ、二次医療圏では286圏域がゼロとなっています。厚

生労働省はこれまで二次医療圏において医療が完結することをめざしていたはずですが、このままでは手

術が必要な患者は緊急例を含めて他県や遠くの二次医療圏の医療機関へいかなければならなくなり、ク

モ膜下出血の主因である破裂脳動脈瘤患者は長時間の搬送中に急変する恐れがあります。今回の改訂

によっては、これまで本学会会員が全国各地で整備を進めてきた脳卒中をはじめとする脳神経外科的治

療を要する患者への医療提供体制が崩壊状態となってしまいます。緊急に施設基準の廃止を求めるもの

です。 

 

２．脳神経外科専門医が常勤し 1 . 0 テスラー以上の MR I 装置をもつ医療機関の MR I 点数を引き上げてく 

ださい。 

 

アンケート調査対象の医療機関が有しているＭＲＩ装置は1.0テスラー以上の高性能装置が全体の75％

を占めており、脳内の形態的情報だけでなく血流や機能情報をも得ることができるようになっています。こ

れによって格段の診断情報を得ることができ診断の効率化を図れるようになってきました。また、脳神経外

科専門医のＭＲＩ診断能力は放射線科医に比べて勝るとも劣らないものです。ＭＲＩ点数の大幅な引き下げ

は本検査の質の低下を生じる危険性に繋がります。改定前の点数までの引き上げを要望します。 

 

３．特殊ＭＲＩ（ＭＲＡ）検査の要件である共同利用率５％を廃止してください。  



 ９

 

検査時間がＭＲＩに比べて長いＭＲＡ（特殊ＭＲＩ）検査に別途診療報酬が設定されていることは評価で

きますが、本検査は侵襲性の脳血管撮影に代わる安全な検査として全国で広く行われるようになっており

ます。その結果として脳血管撮影の頻度が少なくなり医療費の削減にも寄与していると考えます。共同利

用率５％という要件を設定することは医療現場の実情と大きく乖離しています。アンケート調査では特殊Ｍ

ＲＩ検査の点数を算定しているのは全体の 27％の脳神経外科医療機関にとどまっています。この要件の廃

止を要望します。 

 

４．一般病棟入院基本料の要件とされている平均在院日数を疾患別に設定してください。 

 

一般病棟の入院基本料の要件である平均在院日数が大幅に短縮されましたが、厚生労働省の資料に

もあるように、1999 年の「退院患者平均在院日数」をみると、眼科疾患や耳鼻科疾患の10日前後と対照的

に脳血管疾患のそれは 100 日以上と他の疾患に比べて突出して長くなっています。平均在院日数を短縮

するために、脳神経外科の医療現場ではゆがみが生じています。例を上げると、複数科を有する医療機関

では脳神経外科の長さを他科での無理な短縮でカバーしなければならないといったことです。また現在各

地で急性期医療を中心的に担っている脳神経外科単科専門病院にとっては急性期病院としての存在自

体が危うくなっています。各医療機関が扱う疾患を考慮しない一律の平均在院日数の設定を、疾患内容を

考慮した設定に変更することを強く要望します。 

 


